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申
告
が
必
要
な
方

（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

３０

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

（
２
）
給
与
所
得
者
で
、
次
の
①

～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　
②　
年
中
に
退
職
し
、　

年
１

２９

３０

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

　
③
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　
万
円
以
下
の
方
は
確
定
申
告

２０
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
民
税
・
都
民
税
は
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

３０

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
事
業
所
、
家
屋
敷
を

有
す
る
方

　
※
確
定
申
告
が
不
要
な
方
（
例

＝
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
４
０

欄
」
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
（
同
居
者
の
税
法

上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
場
合
を

除
く
）。

　
※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

や
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど
の
資

料
に
な
り
ま
す
。

０
万
円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
が

　
万
円
以
下
の
場
合
）
も
、
市
民

２０税
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
税
務
署
に
提
出
し
た
方

（
２
）
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

（
３
）
給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
者
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る
方

（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

２９

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　
前
年
（　
年
）
中
に
、
病
気
･

２９

失
業
・
学
生
な
ど
の
理
由
で
収
入

が
な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
の
記
入

市
民
税
・
都
民
税
の 

申
告
書
が
届
か
な
い
方

　
申
告
書
は
昨
年
申
告
を
し
た
方

に
郵
送
し
ま
し
た
が
、
該
当
す
る

方
で
届
か
な
い
方
は
、
課
税
課
市

民
税
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
告
書
な
ど
は
、
上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
わ
く
わ
く

健
康
プ
ラ
ザ
で
も
配
布
し
て
い
ま

す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　
申
告
書
▼
印
鑑
▼
個
人
番
号
確

認
書
類
（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
と

本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

　
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

同
カ
ー
ド
の
み
で
個
人
番
号
確
認

と
本
人
確
認
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
個
人
番
号
確
認
書
類
と

本
人
確
認
書
類
の
写
し
▼
源
泉
徴

収
票
（　
年
分
。
源
泉
徴
収
票
が

２９

な
い
場
合
は　
年
中
の
収
入
が
分

２９

か
る
も
の
）
▼
控
除
の
た
め
の
必

要
書
類
（
例
＝
生
命
保
険
料
の
控

除
証
明
書
、
地
震
保
険
料
な
ど
の

支
払
証
明
、
医
療
費
の
明
細
書
、

障
害
者
手
帳
。
要
介
護
の
方
は
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
、
勤
労

学
生
は
在
学
証
明
ま
た
は
学
生
証

な
ど
）

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所
得

税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 　

市
役
所
で
受
け
ら
れ
る
確
定
申

告
は
、
市
役
所
・
各
会
場
の
い
ず

れ
も
次
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

（
１
）
提
出
の
み
の
方　
内
容
が

記
入
さ
れ
て
い
て
、
お
預
か
り
す

る
だ
け
の
も
の

（
２
）
簡
易
な
申
告
の
方　
確
定

申
告
書
Ａ
様
式
の
範
囲
の
方
（
Ａ

様
式
の
範
囲
で
も
雑
損
控
除
・
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
１
年
目
の
方
な
ど

受
け
付
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
）

　
な
お
、
簡
易
な
申
告
の
方
で
、

市
役
所
に
来
庁
す
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
医
療
費
の
明
細
書
の
作

成
や
合
計
額
の
計
算
を
し
た
上
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

　
介
護
保
険
は
、
介
護
を
必
要
と

す
る
人
や
そ
の
家
族
な
ど
を
社
会

全
体
で
支
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
制
度
で
す
。
そ
の
財
源
は
、
第

１
号
被
保
険
者（　
歳
以
上
の
方
）、

６５

第
２
号
被
保
険
者
（　
歳
～　
歳

４０

６４

の
方
）
が
負
担
す
る
介
護
保
険
料

の
ほ
か
、
国
、
都
道
府
県
、
市
区

町
村
か
ら
公
費
（
税
金
）
を
投
入

す
る
こ
と
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
歳
以
上
の
方
の
う
ち
９
割
の

６５
方
の
介
護
保
険
料
は
、
年
金
か
ら

の
天
引
き
で
納
め
て
い
ま
す
。
残

り
の
１
割
の
方
は
「
年
度
の
途
中

で　
歳
に
な
っ
た
」「
他
の
市
区
町

６５

村
か
ら
転
入
し
た
」「
年
金
の
支
給

額
が
年　
万
円
未
満
で
あ
る
」
な

１８

ど
の
理
由
で
年
金
か
ら
天
引
き
で

き
な
い
た
め
、
納
付
書
な
ど
に
よ

る
支
払
い
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
納
付
書
な
ど
に
よ
る
支
払
い
の

方
は
、
各
期
別
の
納
期
限
ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
納

め
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
口
座
振
替

（
銀
行
や
郵
便
局
の
口
座
か
ら
の

引
き
落
と
し
）
の
利
用
も
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
、

納
期
内
に
納
付
し
て
い
る
方
、
年

金
か
ら
の
天
引
き
で
納
付
し
て
い

る
方
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

と
併
せ
て
給
与
か
ら
天
引
き
な
ど

に
よ
り
納
付
し
て
い
る　
歳
～　

４０

６４

歳
の
方
と
の
公
平
性
を
確
保
す
る

た
め
、
次
の
措
置
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
督
促
状
の
送
付
▼
延
滞
金
の
徴

収
▼
保
険
給
付
の
制
限
（
２
年
以

上
滞
納
し
た
場
合
、
通
常
は
１
割

ま
た
は
２
割
で
あ
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
時
の
自
己
負
担
の
割
合
が
、

そ
の
滞
納
の
期
間
に
応
じ
て
３
割

に
な
る
な
ど
）
▼
滞
納
処
分
（
財

産
の
差
し
押
さ
え
）

　
特
に
「
保
険
給
付
の
制
限
」
の

措
置
を
受
け
た
場
合
、
本
人
だ
け

で
は
な
く
そ
の
家
族
の
負
担
が
増

大
す
る
な
ど
、
大
き
な
不
利
益
が

　
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
は
、
医
療
保
険
（
市
の

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
、
そ
の
他
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
）
と
介
護
保
険
の
両
方
を

利
用
す
る
世
帯
の
自
己
負
担
軽
減

を
目
的
と
し
た
給
付
制
度
で
す
。

　
世
帯
単
位
で
毎
年
８
月
１
日
か

ら
１
年
間
の
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
額
の

合
計
が
、
所
定
の
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
対
象
に

な
り
ま
す
。
申
請
し
て
認
め
ら
れ

る
と
、
所
定
の
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
。

＝
申
請
書
、
市
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
、
認
め
印
を
保
険
年

金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
市
役
所

１
階
）
へ
持
参
を
。
詳
し
く
は
同

係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３
へ

　
②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
の
方
＝
申
請
書
を
同
課
高
齢
者

医
療
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
郵
送

ま
た
は
持
参
を
。
詳
し
く
は
同
係

☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ

　
③
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
の
方
（
①
・
②
以
外
）
＝
申
請

に
は
、
市
の
介
護
保
険
の
自
己
負

担
額
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
組
合
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い

　
④
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
証

明
書
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
に

関
す
る
こ
と
＝
介
護
福
祉
課
介
護

サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５

０
へ

　
※
計
算
の
結
果
、
５
０
０
円
以

下
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
【
勧
奨
を
行
う
計
算
対
象
期
間
】

　
年
８
月
１
日
～　
年
７
月　
日

２８

２９

３１

　
【
申
請
先
】　
年
７
月　
日
現
在

２９

３１

で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険

　
【
申
請
方
法
・
問
い
合
わ
せ
先
】

２
月
以
降
、
国
民
健
康
保
険
に
つ

い
て
は
支
給
対
象
世
帯
へ
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
支

給
対
象
者
へ
支
給
申
請
の
勧
奨
通

知
を
送
付
し
ま
す
。
同
封
の
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次

の
通
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
の
記
載
が
必
要
で
す

　
①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方

生
じ
ま
す
。
ま
た
、
納
期
限
か
ら

２
年
以
上
介
護
保
険
料
を
滞
納
し

た
場
合
、
そ
の
介
護
保
険
料
は
納

付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る

方
に
は
、
２
月
中
に
「
介
護
保
険

催
告
書
」
を
送
付
し
ま
す
。
納
め

忘
れ
の
介
護
保
険
料
が
あ
る
方
は
、

早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
相
談
に
つ
い
て

　
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
滞
納
し

て
い
る
介
護
保
険
料
の
一
括
納
付

が
困
難
な
場
合
に
は
、
分
割
納
付

な
ど
の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

滞
納
が
累
積
す
る
前
に
、
早
急
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１
）
へ
。

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費費

支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま

支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま
すす

納
め
忘
れ
の
介
護
保
険
料
は
あ
り
ま
せ
ん

納
め
忘
れ
の
介
護
保
険
料
は
あ
り
ま
せ
ん
かか

介
護
保
険
料
の
納
期
内
納
付

介
護
保
険
料
の
納
期
内
納
付
にに

ご
協
力
く
だ
さ

ご
協
力
く
だ
さ
いい

申
告
と
相
談
は
市
役
所
２
階
特
設
窓
口
へ

（
日
程
、
混
雑
予
想
は
左
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
と

確
定
申
告
会
場
の
開
設
に
つ
い
て

確定申告および市民税・都民税の申告会場
受付時間日程会場

午前９時〜１１時半、
午後１時〜４時半２月１日（木）

竹丘地域市民センター
第５会議室
（清瀬市竹丘１－１１－１）

午前９時半〜正午、
午後２時〜４時

２月２日（金）
・５日（月）

わくわく健康プラザ
１階講堂

２月６日（火）東部地域センター
１階講習室

申告書作成に補助が必要な方
＝午前８時半〜午後４時▼提
出のみの方＝午前８時半〜午
後５時

２月１６日（金）
〜３月１５日（木）

市役所２階
２０４・２０５会議室

申告書作成に補助が必要な方
＝午前９時〜午後３時半▼提
出のみの方＝午前９時〜午後
４時

２月２５日（日）
休日窓口
市役所２階
２０４・２０５会議室

申告書作成に補助が必要な方
＝午後４時〜７時半▼提出の
みの方＝午後５時〜８時

３月１２日（月）
・１３日（火）

夜間窓口
市役所２階
２０４・２０５会議室
※竹丘地域市民センターの場所は、市ホームページで確認できます。

申告受け付けの混雑予想
市役所

日土金木水火月曜日
１８１７２／１６

受付時間は会場により異なり
ます。詳細は上表の各会場の受
付時間をご覧ください。

月／日

休み
 午前

 午後

２５２４２３２２２１２０１９

 
休み

     午前

      午後

４３２３／１２８２７２６

休み
     午前

     午後

１１１０９８７６５

休み
     午前

     午後

 ＝大変混雑します
 ＝混雑します
 ＝比較的すいて

います

１５１４１３１２

    午前

    午後

  夜間

市役所以外
６日（火）５日（月）２日（金）１日（木）２月
東部地域
センターわくわく健康プラザ竹丘地域市民

センター会場

    午前

    午後

※昨年の実績に基づいた予想のため、実際の混雑状況と異なる場
合があります。

※初日、受け付け終了間際は大変混雑します。また、正午前後の
時間帯は、対応できる職員に限りがあります。混雑時を避ける
など、ご協力をお願いします。

※雨天時など悪天候の場合は、比較的すいていると予想されます。

滝
山
児
童
館
廃
止
後

滝
山
児
童
館
廃
止
後
のの

西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
の
跡
利
用
に
つ
い

西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
の
跡
利
用
に
つ
い
てて

　
広
報
１
月
７
日
号
で
お
知
ら

せ
し
た
通
り
、
子
ど
も
セ
ン
タ

ー
あ
お
ぞ
ら
が
開
館
す
る
こ
と

に
伴
い
、
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー

内
の
滝
山
児
童
館
は
３
月　
日
３１

（
土
）
で
廃
止
し
ま
す
。

　
同
児
童
館
廃
止
後
の
同
地
域

セ
ン
タ
ー
の
跡
利
用
に
つ
い
て
、

次
の
①
～
③
の
通
り
方
向
性
を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
①
西
中
学
校
敷
地
内
の
滝
山

教
育
相
談
室
の
移
転
先
と
し
て

の
活
用
（
同
教
育
相
談
室
を
同

地
域
セ
ン
タ
ー
内
に
移
転
）

　
②
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
で

暫
定
利
用
し
て
い
る
わ
か
く
さ

学
園
発
達
相
談
室
の
移
転
先
と

し
て
の
活
用
（
同
園
発
達
相
談

室
を
同
地
域
セ
ン
タ
ー
内
に
移

転
）
　
③
滝
山
図
書
館
に
付
属
す
る

学
習
室
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
活

用
（
同
図
書
館
に
学
習
・
読
書

が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
）

　
同
地
域
セ
ン
タ
ー
の
跡
利
用

は
、
こ
の
方
向
性
に
沿
っ
て
適

切
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
同
児
童
館
移
転
後
の
同
地
域

セ
ン
タ
ー
の
跡
利
用
に
つ
い
て

の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
企
画
調
整
課
☎
４

７
０
・
７
７
０
２
へ
。


